
特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター・もやい

役員の報酬及び費用弁償に関する規則

規則第 1号

(目 的)

第 1条 この規則は、特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター・もやい (以下、「団体」

という。)定款第 19条に基づき、団体の役員が団体の役務に従事した場合の報酬及び

費用弁償の基本的事項について定めることを目的とする。

(役員)

第 2条 この規則の適用の対象となる団体の役員は、定款第 13条による。

(役務 )

第 3条 この規則の適用の対象となる団体の役務 とは、定款に定める役員の業務、又は理事

会が特に必要と認める業務に参加することをいう。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に揚げる場合は、原則 として報酬及び費用弁償の対

象としない。

(1)団体の正会員として総会に参加する場合。

(2)その他あらかじめ費用弁償の対象としない旨、告知された事業に参加する場合。

(報酬)

第 4条 団体は、役員の報酬を支給できる。なお、理事長及び副理事長の役職に関する役務

への報酬も、同様 とする。ただし、弁償を受けることができる費用は、次条に定める。

2 前項の報酬等の総額 (最高限度額)は、理事長に対 して年 300万 円以内、副理事長に

対しては当面支給 しないものとする。

3 報酬等の支給基準は、前項に定める理事長の報酬等の総額の範囲内において、 その職

務、勤務形態等を勘案して、理事会で決定するものとする。

(範囲)

第 5条 この規則によって弁償を受けることができる費用は、予算の範囲内において、団体

の役務に従事するために要する交通費 (以下 「交通費」という。)の実費に限る。
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(交通費)

第 6条 交通費は、当団体の役務に参加するために順路によつて要する船賃、鉄道運賃、バ

ス運賃、航空運賃の往復料金 とする。

2前項の鉄道運賃は、普通料金に特別料金 (座席指定料金、急行料金、特急料金等)を加え

た額とする。

3やむを得ない事情によリタクシーを利用 した場合は、タクシー利用料金を加算する。

(費用の請求)

第 7条 費用の弁償を受けようとする者は、別に定める用紙を事務局に提出しなければなら

ない。

(前渡し)

第 8条 本人が希望する場合には、要する金額を前渡しすることができる。

2前項の規定により費用の前渡しを受けた者は、団体の役務終了後直ちに、別に定める用紙

を事務局に提出し精算をしなければならない。

(委任 )

第 9条 この規則に定める外、必要な細目事項は、理事会において別に定める。

(改正)

第 10条 この規則を改正するときは、総会の議決を得なければならない。

附則

この規則は、平成 25年 6月 22日 から施行する。

附則

この規則は、平成 27年 6月 20日 から施行する。

附則

この規則は、平成 28年 6月 18日 から施行する。
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特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター 0もやい

職員の就業に関するルール

ルール第 3号

(目 的)

第1条  このルールは、労働基準法 (以下「労基法」という。)第 89条に基づき、特定

非営利活動法人自立生活サポー トセンター・もやい (以下「団体」という。)の職員

の労働条件、その他の就業に関する事項を定めたものである。

2こ の規則に定めた事項のほか、就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定め

るところによる。

(適用範囲)

第2条  このルールは、団体に勤務するすべての職員に適用する。

(規則の遵守)

第3条  団体は、このルールに定める労働条件により、職員に就業させる義務を負 う。

また、職員は、このルールを遵守 しなければならない。

(個人情報の取扱 )

第4条  団体は、職員の社会保険及び労働保険に関する手続き並びに労務管理及び健康

管理のために必要最低限の範囲内で個人情報を取得する。

2職員から提出された定期健康診断の結果又は医師の診断書等の健康管理に関する情報

は、職員の健康管理のために利用するとともに、必要な場合には産業医等に診断、意見

聴取のために提供するものとする。

(機密保持義務 )

第5条  職員は、在職及び退職後にかかわらず団体の業務上知 りえた機密および不利益

となる事項を他に漏らさない。

(雇用契約 )

第6条  団体は、職員と雇用契約を結ぶ。

2有期雇用契約を締結 した者から、無期雇用契約に転換の申込みがなされたとき、団体

は申込者 と協議の上、その時点の職務、勤務時間及び団体の経営状況並びに財務状態等

を総合的に勘案 して雇用条件を定め、無期雇用契約を結ぶ。

(異動及び休職 )

第7条  団体は業務上必要がある場合は、職員に対し転勤、派遣、事業場・職務の変更、

出向、転籍等の異動を命ずることがある。



2職員は、理事長の認めるところにより休職できる。

(労働条件の明示 )

第8条  団体は、職員の採用に際しては、賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、

休 日、退職に関する事項その他の労働条件を明らかにするために書面を交付 して労

働条件を明示するものとする。

(勤務日)

第9条  勤務日は、各自の雇用契約で定める。

(始業、終業時刻及び休憩時間)

第10条 原則として、始業、終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。

午前 10時 00分～午後 6時 00分

休憩時間  午後 12時 30分より60分間

2業務の都合その他の事情で、臨時の必要がある場合は、事前に予告のうえ前項の始業、

終業の時刻及び休憩時間を変更することがある。

(休憩時間の利用)

第11条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

2職員は、他の職員の休憩を妨げないようにしなければならない。

(出退勤の明示及び記録)

第12条 職員は、出退勤にあたっては所定の方法により出退勤の事実を明示及び記録す

る。

(遅刻欠勤等 )

第13条  職員は、遅刻、早退、欠勤または勤務時間中に私用で事業場から外出すると

きは、速やかに事務局に届けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、

事前に申し出ることができなかった場合、連絡が可能になり次第、直ちに届けなけ

ればならない。

2職員は、正当な理由なく、遅刻、早退または欠勤をしないように心がけ、勤務時間中

は職務に専念 し、みだりに事業場を離れない。

(休 日)

第14条 休 日は、原則として日曜日、国民の祝 日及び年末年始とし、各自の雇用契約で

定める。なお、各自の雇用契約で定める際に、一週間に 1日 以上の休 日となるよう

にする。
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(休 日振替)

第15条 団体は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、休日を他の日に振 り替える

ことがある。

2前項により休日の振替を行う場合は、前日までに職員と協議の上、振り替える日を特

定し定める。

3休 日を振り替えた場合でも、原則として4週間に4日 の休日は確保する。

(時間外労働及び休日労働等)

第16条 時間外労働、深夜労働及び休日労働は、行わない。

(出張等の勤務時間)

第17条 職員が、団体の命令により出張その他社外で勤務する場合において、勤務時間

を算定しがたいときは、原則として第 10条の時間を勤務したものとみなす。ただ

し、理事長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。

(年次有給体暇 )

第18条 職員に対 し、勤続 6ヶ 月経過後、法定どおりの年次有給休暇を与える。ただし、

前 1年間 (採用当初は前 6ヶ 月)の所定勤務 日数の 8割以上出勤 した場合に限る。

2年次有給休暇は、職員が指定した時季に与える。ただし、業務の都合によりやむを得

ない場合には他の時季に変更することがある。

(産前産後の休業等)

第19条 職員は、個別の法律の定めるところにより、産前産後の体業、母性健康管理の

ための休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児時間、生理休暇、

裁判員等のための休暇を利用することができる。

(法定外休暇 )

第20条 法定外休暇として、夏季休暇を定める。ただし、雇用契約がパー トタイマーの

場合、適用 しない。

(夏季休暇)

第21条 夏季休暇は、入社後 1年を経過 した職員に付与する。

2夏季休暇の日数は、雇用契約における一週間の基本給の計算基準日に対して、0.7を乗

じ小終点第一位を繰 り上げた日数とする。

3毎年度 7月 1日 から 10月 31日 の間に、取得することができる。なお、付与した夏季

休暇で取得できなかった日数は、当年度で消滅 し次年度には繰 り越さない。
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4夏季休暇を取得する者は、事前に事務局に申告し職務に支障をきたさないように他の

職員と調整を行う。

(賃金の種類 )

第22条 職員の賃金の種類は次のとお りとする。

(1)基本給

(2)通勤手当

(3)オンライン手当

(4)講師手当

(5)セ ミナー手当

(0その他必要に応 じて定める手当

(賃金の支払い方法)

第23条 賃金は内訳を明示 して現金で支払 う。なお、次に掲げるものは支払いの際に予

め控除する。

(1)源泉所得税

(2)住民税

(3)健康保険 (介護保険を含む。)及び厚生年金の保険料の被保険者負担分

(0雇用保険の保険料の被保険者負担分

(5)退職金積立 (東京都社会福祉協議会従事者共済会の加入者に対する入会金及び掛金 )

(6)そ の他、職員の便宜のため控除協定により行 うもの

(賃金の計算期間および支払 日)

第24条 賃金は当月 1日 から起算し、末日に締切って計算し、翌月の 10日 に支払 う。た

だし、支払日が休 日のときは、その前日に支払 う。

(賃金の計算方法)

第25条 遅刻、早退、欠勤などにより所定労働時間の全部または一部を休業したときは、

その休業した時間に対応する賃金を支給 しない。

(賃金の日割計算)

第26条 賃金締切り期間の中途で入社、退職、解雇、休職、復職した者に対する当該締

切り期間における賃金は日割 りで計算して支給する。

(基本給)

第27条  基本給は、理事長が団体の財務状況、最低賃金等を勘案して原則として 2月

末までに翌年度の日給を定め、支給する。なお、支給する月当たりの基本給は、日
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給に雇用契約における一週間の基本給の計算基準日を乗じ、さらに暦月などを勘案

するために、調整定数として 4。3を乗じて支給する。

2パー トタイマーの場合は、時給を定め、勤務時間に乗じて計算する。

(各種手当)

第28条  手当は、次の掲げるものを支給する。

(1)通勤手当は、交通機関を利用して通勤する者に対し実費を支給する。なお、雇用契

約上、一週間の出勤日数が4日 間を超える者にたいしては、通勤定期券購入費に相

当する実費を支給する。

(2)オンライン手当は、団体のメール対応業務などオンライン関連業務を担当した職員

に月当たり16,000円 を支給する。なお、担当した日数により日割り計算を行 う。

(3)講師手当は、第二者が企画運営する講演等を担当した職員に、謝金等として団体が

受領した受領額相当から必要経費を控除した額を支給する。

(0セ ミナー手当は、団体が企画運営する講演等を担当した職員に、1回あたり6,000

円を支給する。なお、講演等の内容などにより、金額を増減する場合がある。

(5)そ の他必要に応じて定める手当を支給する。

第29条   (削除)

第30条   (削除)

第31条   (削除)

第32条   (削除)

(休暇等の賃金)

第33条 年次有給休暇、夏季休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払 う。

2子の看護休暇及び介護休暇は、年度あたり雇用契約における一週間の基本給の計算基

準 日の日数に関しては、通常の賃金を支払 う。なお、それを超える日数の場合は、無給

とする。ただし、雇用契約がパー トタイマーの場合、すべて無給とする。

3産前産後の体業、母性健康管理のための休暇、育児休業、介護休業、育児時間、生理

休暇、裁判員等のための休暇の期間は、無給とする。

(賃金の改定時期 )

第34条 定期昇給は実施 しない。

2職員の賃金の改定は、団体の運営方針や財務状況、最低賃金等を勘案 して必要に応 じ

て実施する。
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3団体の運営状況や財務状況が変動した場合等には、臨時に降給改定を行うことがある。

(退職金 )

第35条 職員が希望する場合、東京都社会福祉協議会従事者共済会 (以下、「共済会」と

い う。)に加入できる。ただし、雇用契約がパー トタイマーの場合、適用 しない。

2団体は、加入を希望する職員のために共済会に対し退職金準備金を拠出する。

3共済会に加入を希望する職員は、入会金及び月々の掛金を負担する。

4この運用については共済会に委託する。

5共済会掛金拠出については、共済会規程の定めによる。

(退職 )

第36条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とする。

(1)退職を願い出て理事長が承認 したとき

(2)死亡したとき

(3)期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき

(0暦週にわたり無断欠勤し、全く連絡が取れない者は、無断欠勤の週の初日において

自己都合による退職の意思表示をしたものとみなす。

(退職手続)

第37条 職員が自己の都合により退職 しようとする場合は、少なくともlヶ 月前までに

退職願を提出しなければならない。

2退職願を提出した者は、理事長の承認があるまでは従前の業務に服さなければならな

い。ただし、前条 (2)から (4)についてはこの限りではない。

(解雇)

第38条 団体は、次の各号に該当する場合、職員を解雇することがある。

(1)普通解雇

① 精神または身体の障がいまたは虚弱、傷病、その他の事由により、業務に耐え

られないとき

② 就業状況が、著しく不良で就業に適さないとき

③ 労務提供が不完全で、注意または指導しても改善の見込みがないとき

④ 故意に他のスタッフの作業を妨害するなど団体の業務に支障をきたすとき

⑤ その他、前項に準じる事由が生じたとき

(2)懲戒解雇

① 刑法その他法律に触れる行為をおこない、犯罪の事実が明白な場合、特に業務

中に他人に暴力を加えたとき

② 故意又は重大な過失により災害又は事業上の事故を発生させ、団体の業務を妨
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害し、重大な損害を与えたとき

③ その他、前項に準じる事由が生じたとき

(3)整理解雇

① 事業の縮小その他団体のやむを得ない事由がある場合で、ほかの職務に転換さ

せることができないとき

② 天災事変その他の事業の運営上やむを得ない事由により、事業の継続が不可能

となり、雇用を維持することができないとき

③ その他、前項に準じる事由が生じたとき

(解雇の予告)

第39条 前条により解雇する場合は、30日 前に本人に予告し、または労働基準法に規定

する平均賃金の 30日 分に相当する予告手当を支給する。ただし、前条第 1項第 2号

に該当する場合は、予告期間を設けることなく即時に懲戒解雇する。この場合にお

いて、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当 (平均賃金の

30日 分)を支給しない。

(精算)

第40条 職員は、退職 しようとするとき (解雇を含む。)は、すみやかに団体から支給さ

れた物品を返還し、及び団体に対する債務を清算しなければならない。

(損害補償)

第41条 職員が故意または過失によって団体に損害を与えた場合は、その全部または一

部の賠償を求めることがある。ただし、これによって第 38条第 1項第 2号の制裁

を免れるものではない。

(セ クシュアルハラスメン トの禁止)

第42条 事業場または関連する場所においてセクシユアルハラスメン トと判断される相

手方の望まない性的言動により、他のスタッフの不利益や不快感を与えるなど、事

業場の環境を害するようなことをしてはならない。

2団体は、セクシュアルハラスメン トに関する相談窓口を設置する。団体は秘密を厳守

し、相談したことに対する労働条件の不利益な扱いはしない。

(安全衛生の遵守義務 )

第43条 団体および職員は、事業場における安全および衛生の確保に関する法令および

団体諸規定で定められたルールを遵守し、相互に協力 して労働災害の未然防止に務

めなければならない。
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(健康診断)

第44条  職員に対しては、採用の際及び毎年 1回、定期に健康診断を行 う。費用は団

体負担とする。ただし、採用の際の費用は、上限金額 5,000円 (税込)と する。

2健康診断の結果必要と認められるときは、精密検査を受けなければならない。その費

用は初回受診に限り団体が負担する。また、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮その

他の健康保持上必要な措置を命じることがある。

3長時間の労働や業務により疲労の蓄積が認められる職員に対して、その者の申出によ

り医師の面接指導または診断を行 う。その場合は、前項の規程を準用する。

4前 3項に要した時間は、労働時間として扱い通常の賃金を支給する。ただし、健康保

持上必要な措置に関しては適用しない。

5団体は労働衛生法により健康診断結果 (精密検査を含む。)を把握する義務があるため、

その健康診断結果の写しを会社が保管することとする。

(就業禁止等 )

第45条  他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のために他人

に害を及ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させな

い 。

2職員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はそ

の疑いのある場合には、直ちに団体に届け出て、必要な指示を受けなければならない。

(自 己保健義務 )

第46条  職員は、日頃から自らの健康保持、増進及び傷病予防に務め、団体が実施す

る所定の健康診断は必ず受診 し、健康に支障を感 じた場合は進んで医師の診察を受

けるなどの措置を講じるとともに、団体に申し出てその回復のため療養に務める。

(災害補償)

第47条  職員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり、もしくは障が

いを負いまたは死亡した場合は、労基法及び労働者災害補償保険法に定めるところ

により災害補償を行う。

2前項の災害補償が発生した場合、団体の負担により加入した労災上乗せ保険に定める

ところにより合わせて災害補償を行う。

(疑義および解決 )

第48条  団体と職員の間で、特別の事情のためにこのルールによりがたい場合及び適

用上の疑義および紛議の解決が必要な時は、原則として理事長がこれにあたる。
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附則

このルールは、

附則

このルーブレは、

附則

こC)ノレーブレは、

附則

こC)ルーブレは、

平成 25年 9月 1日 から施行する。

平成 26年 4月 1日 から施行する。

平成 27年 4月 1日 から施行する。

平成 30年 7月 1日 から施行する。

Ｑ
υ



特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター・もやい

情報公開に関する規程

規程第 6号

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター 0もやい (以下 「団体」

という。)が特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)に定めるところにより、情報

公開に関し基本的対応事項を定めることを目的とする 。

(管理)

第2条 団体の情報公開に関する事務は、事務局長が監督する。

(情報公開の対象とする資料及び公開方法)

第3条 団体の情報公開の対象とする資料は、法第 28条第 3項に掲げるものとし、団体事務

局に常時備え置き閲覧に供するものとする。

(閲覧場所及び閲覧日時)

第4条 団体の公開する情報の閲覧場所は、定款第 2条に規定する事務所とする。

2閲覧の日は、団体休日以外の火曜日、水曜日及び金曜日とし、閲覧の時間は、午前 11時

00分から午後 5時 00分までとする。

(閲 覧申請の方法及び閲覧の実施等)

第5条 団体の公開する情報の閲覧を希望する者から閲覧の申請があったときには、次により

取り扱 うものとする。

(1)別に定める「閲覧申請書 (様式 1)に必要事項を記入し提出を受ける。」

(2)受付担当者は、閲覧申請書が提出されたときは、「閲覧受付簿」(様式 2)に必要事項

を記録する。

2第 3条に掲げる資料以外の資料について閲覧を求められた場合は、情報公開の対象を第

3条に掲げる資料に限定している旨を説明する。

3閲覧については、無料とする。

4閲覧資料の写しを希望する者には、実費を徴収の上、配布する。ただし、第 3条第 1項に

規定する資料のうち、社員名簿の写しについては、これを禁止する。

(委任 )

第6条 この規程に定めるほか、必要な細目事項は、理事長が別に定める。
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(改正)

第7条 この規程を改正するときは、理事会の議決を得なければならない。

附則

この規程は、平成 25年 7月 1日 から施行する。

附則

この規程は、平成 26年 8月 26日 から施行する。
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(様式 1)

申請年月日

(ふ りがな)

申請者 氏名

閲 覧 申 請 書

特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター・ もやい理事長宛

年  月  日

郵便番号

申請者作 所

電話番 号

閲覧対象資料 (該 当するものを○で囲んでください、括弧内に年度を記入 してください)

事業報告書 (           )
収支計算書 (活動計算書)貸 借対照表 財産目録 (        )

前事業年度の年間役員名簿 (           )
前事業年度末日における社員のうち 10人以上の者の名簿 (          )

最新の役員名簿

定款等 (定款、定款変更に係る認証書類の写し、全部事項履歴証明書)

閲覧対象すべて

※ 「社員名簿」については、規定によリコピーできません。

※コピーについては実費がかかります。

→希望枚数 (   )× 実費 (   )=支 払額 (    )

支払方法 (    ) 支払 日 (    )経 理確認 (    )
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(様式 2)

閲 覧 受 付 簿

受付

番号

受付年月日 申込人氏名 受付者氏名 備 考
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特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター・もやい

認定特定非営利活動法人としての情報公開に関する規程

規程第 8号

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター・ もやい (以下「団体」

という。)が特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)に定めるところにより、認定

特定非営利活動法人 (以下 「認定法人」という。)と しての情報公開に関し基本的対応

事項を定めることを目的とする 。

(管理)

第2条 団体の認定法人としての情報公開に関する事務は、事務局長が監督する。

(情報公開の対象とする資料及び公開方法)

第3条 団体は、法第 54条に基づき認定法人としての情報公開及び団体事務局に常時備え置

き閲覧に供する資料及び事務を整える。

2 この規程に定めがない情報公開に関しては、特定非営利活動法人自立生活サポー トセン

ター 。もやい情報公開に関する規程 (規程第 6号)に よる。

(閲覧場所及び閲覧日時)

第4条 団体の公開する情報の関覧場所は、定款第 2条に規定する事務所とする。

2閲覧の日は、団体休日以外の火曜日、水曜日及び金曜日とし、閲覧の時間は、午前 11

時 00分から午後 5時 00分までとする。

(閲覧申請の方法及び閲覧の実施等)

第5条 団体の公開する情報の関覧を希望する者から閲覧の申請があったときには、次により

取り扱 うものとする。

(1)別に定める「閲覧申請書 (様式認 1)に必要事項を記入し提出を受ける。」

(2)受付担当者は、閲覧申請書が提出されたときは、「閲覧受付簿」(様式認 2)に必要事

項を記録する。

2第 3条に掲げる資料以外の資料について閲覧を求められた場合は、情報公開の対象を第

3条に掲げる資料に限定している旨を説明する。

3閲覧については、無料とする。

4閲覧資料の写しを希望する者には、実費を徴収の上、配布する。ただし、第 3条に規定す

る資料のうち、個人情報に関する記載については開示しない方法により配布する。
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(委任)

第6条 この規程に定めるほか、必要な細目事項は、理事長が別に定める。

(改廃)

第7条 この規程を改廃するときは、理事会の議決を得なければならない。

附則

この規程は、認定法人となった日から施行する。
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(様式認 1)

申請年月日

(ふ りがな)

申請者 氏名

閲 覧 申 請 書

特定非営利活動法人自立生活サポー トセンター 0も やい理事長宛

年  月  日

郵便番 号

申請者 住所

電話番号

閲覧対象資料 (該当するものを○で囲んでください、括弧内に年度を記入してください)

1.認定の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該

当しない旨を説明する書類

2.認定の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

3.前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 (     )
4。 前事業年度収益の明細など法第54条第2項第2号から第4号に掲げる書類(     )

5。 4のほか、法規第 32条第 2項で定める書類 (     )
6.助成金の支給の実績を記載した書類 (     )
7.海外への送金又は金銭の持出し (その金額が三百万円以下のものを除く。)を行うとき

の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類 (     )
8.閲覧対象すべて

※コピーについては実費がかかります。

→希望枚数 (   )×実費 (   )=支 払額 (    )

支払方法 (    ) 支払日 (    )経 理確認 (    )
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(様式認 2)

閲 覧 受 付 簿

受付

番号

受付年月日 申込人氏名 受付者氏名 備 考
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書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名
特定非営利活動法人

自立生活サポー トセンター・ もやい
令和 2年 4月 1日 ～

令和 3年 3月 31日
事 業 年 度

(1)収益の源泉別の明細

(2) の明細

(3)その他

な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

正会員 受取会費 266,000円

サポーター会員 受取会費 4,004,000円

受取寄附金 161,403,737円

物品寄附 1,705,973円

受取助成金 16,666,972円

入居支援事業収益 6,306,339 FI]

交流事業収益 155,660円

広報・啓発事業収益 1,864,583円

受取利息 917円

雑収入 158円

円

円

円

円

△
口 計 192,374,339円

金    額借 入 先

該 当 な し 円

円

計△
口

円

円

円

円

1促進法施行規則第 32 に対応 しています。以下同じ



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及

(3)役務の提供に係る び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

コーヒー飲料、軽食など飲食物 (コ ミュニティカフェ) 50～ 350円 主にもやい結びの会会員向け

コーヒー豆、紅茶茶葉 (中間的就労作業) 700～ 1,000円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 条  件  等料 金

該 当 な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

シェルター利用料

住居の賃貸借契約にかかる連帯保証人引受

不動産賃貸借にかかる仲介手数料

イベン ト参加料など (もやい結びの会会費)

講演、取材協力など役務

貧困問題に関するレクチャー (有料講座参加料)

貧困問題に関するレクチャー (有料講座参加料 )

8,000円

30,000～ 70,000

1,200円

5,000～ 100,00o円

15,000円

10,000円

ホームレス状態にある方

ホームレス状態にある方

契約賃料に基づく

1年間の会費

金額は依頼ごとに決定

一般

学生

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金

50,000～ 70, 000

円

条  件  等

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

までの ロら と

収益の生ずる取 |の上 5者

(2)費用の生ずる取 |の 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を )

取引先の氏名等

法人 と

の

関

係

住所又は所在地
譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

15,000,000円 受取寄付金

5,900,000円 助成金

助成金4,800,000円

4,065,240円 助成金

2,700,000 FI] 受取寄付金

3,428,461円

シェルター家賃3,203,940円

ィング
3,098,608円

1,920,000円

クラウドフア

取引金額

4,033,344円

社会保険・労働保険

みどリビル 2階 家賃

氏名又は名称 住所又は所在地

役員報酬

手数料

取 引 内 容 等



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
対 価 の 額 役務提供の内容等

264,000円

120,000円

住所又は所在地

顧問報酬 (社会保険労務
士業務)

セクハラ・パラハラ相

談窓口業務委託費

役務の提

供年月日

2020ノ4

2021/3
2020ノ4

2021ノ3

2021ノ3

2020ノ4
48,000円

2020/4

2021/3

396,000円

2021ノ3

2020/4
523,600円

円

円

円

円

円

おもやい通信 DTP・ デ

ザイン料として

顧問報酬 (弁護士)

顧問報酬 (会計事務所)



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該 当 な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事1項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万 円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5 給与の総額等に る [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

14人 20,021,720円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送
金又は金銭の持出しを行っ けるその金額及び使途並びにその実施 日

実  施  日 使 途 金   額

該 当 な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター日もやい チェック
'欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること ′

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′レープの人数

割 合

役員数

②÷③ ④÷③

① ② ③ ④ ⑤

区  分

④
20"年 4月 1日

～
"21年

3月 31日 0%6人 0人 0% 0人

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してください。

③及び〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33. 333・ ・・% ―→ 33. 396

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条段蕩系)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

饉憲中D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても配載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

Ω_」」盤[主型:菫_塾〔≧:里L_壁菫璽:整塁!菫堕」自:曇2_』」璽」担塑:型:ユ』二量生[」玉菫望]L

項
日
【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有

⌒

υ 有 。無 有・無 有 。無 有 。無 有 。無

第3表 (次葉)

ω憲申0
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出害窺)に配載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エック 3

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽ こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「③」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます1。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|よ 「定款 (又は会貝ゆ第○条に正会員の表決権 (又は議決

権)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。
ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「③」から「◎」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はし可

二」Ω上上菫盪全生墜監藝型咀蓋墾益
付してくださし、

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及
び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の_[はい」に「o」

した場合・!三は、身ヨ_塁碁計寸表2「1長揮議1且

墾盪⊆≧塾tttiL!_:豊二三:堕i菫:L“2委f」[1=ど:⊆_≦:2:主さ:Lヽ。
二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「⑥」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「③」から「◎」)を示したもので九

っゝ
ノ

』
、
　
　
一

一ヽ

一

イげ
ヽ



法人名
特定琲宅印括働法人

自立生活サポートセンター・もやい
③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 6人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

書式第 8号‐
(法第 44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

(注意申Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■臓Dに記載した事項について、添

付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名

続

柄

等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日

大西 連

池座 剛

松山 晶

黒岩 あずさ

理 事

(理事D
理 事

0理事長)

理 事

卿時 )

理 事

○

○

○

○

就任

H.26.7.1

就任

I-1.22.7.1

就任

H.24.7.1

就任

H.25,7.1

岩田 鐵夫

石井 宏明

監 事

監 事

○

○

就任

H.15.4.1

就任

H.25,7.1



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表2

法 人 名 特定非営利活動法人 自立生活サポー トセンター 0もやい

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

会計ソフト(弥生会計)使用

総勘定元帳
ルーズリーフ

適 時 7年間

7年間

7年間

7年間

7年間

7年間

7年間

補助元帳

会計ソフト(弥生会計)使用

ルーズリーフ
適 時

仕訳帳

会計ソフト(弥生会計)使用

ルーズリーフ
適 時

現金出納帳

入金・出金・振替伝票

給与台帳

物品寄附集計表

エクセル使用

ルーズリーフ

適 時

単票
ノレーズリーフ

適 時

ノンーズリーフ

会計ソフト (給与奉行)使用

適 時

エクセノイ吏用

ルーズリーフ
適 時

(記I餞要liED

・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば n現金出納胸 、「総勘定元胸 、「経費帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「3枚複写伝票」、『ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 『記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように配載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更がな

いときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 自立生活サポー トセンター 0もやい チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

ロ

◎ 申奇皐寺③ ⑮ ◎ ①項
［日

有 。無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有 ① 有 。無 有 。無有 。無

有 。無有 r轟、
ヽツ

有 。無 有 。無 有 。無 有 ・ 無
政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動

有 面ハ
ヽソ

有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 ・ 無有 。無 有 。無

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申課郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特男11の利益の供与の有無

有③ 有。無 有・無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特男11の利益の供与の有無

⌒
有製リ 有。無 有。無 有。無 有・無 有・無

有・無 有・無

有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特男llの利益の供与の有無

⌒
有翅リ 有。無 有。無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有③ 有・無 有。無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初ヨD

∝意中③

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第
"条

第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (移dD(ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員輌日償所諄亭提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する剤瞑11(祖繁嚇風D等がある場創こ|よ そC漁眼|:1(社内頬興D等を添付してくださしヽ

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿。社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した1書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適′舒する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又剛職員給与の支給に関する;規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

(注意事D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

′



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 憾榔固献 自立生活サポートセンター・締｀

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

(週Ы昌ヨ醸D
・ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出癬D:こ配載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有

⌒

r.釦l〕
ヽニノ

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

○ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい チェック1欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準に力功 わヽらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場
合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等倒颯頸1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等∝颯M2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定二』図認iL[壼ζ塵:壁i塾:塑:菫」墜」]日RE厘墜I塑旦ョ重壁菫:墜=コ菫堕塵墨量豊墾」菫壼望量型2重囲週國菫L」」:塑些L上重至L
固□饉置直堕匿菫型菫璽堅重回区幽墜」塾墾|二≦ヨ立空菫量菫L灘堕堕墜2笙聾笙壺堕□旦醒墜菫⊆塑日立塑聖担塾≧整■生

=菫
)o

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営禾:括勘法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しなし嗜・の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 。①

い いI*r"'(認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人，
“

|tL'. (いいえＲ

） 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い \L \z

添付

書類

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上i記[4上:墾:∠:21墾:□墨璽:輩:螢 :Eピ:」塑聾i董:堕聾!主」璧饉塾置盟豊i

ヒ121L塑 1笙1墨1塵1腱1幽1壁1墜1型:麺1凶1壁l握盪」1塑1童墾1型::llil::]|□ 1型:鎚壺 i●1國1興匿|≧1聖1璽!至畳 |二_
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬隈程等提出書には添付不要

し`ttrr t (国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人5

０^ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人 z三ヽ

暴力団 Itlr\{q!o2
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 111r.(rpr2)
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